
最高裁秘書第1649号

令和7年5月14日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長

司法行政文書開示通知書

令和6年6月9日付け（同月11日受付、第060104号）で申出のありまし

た司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知し

ます。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1） 月次統計処理チェック表（紙・ 6枚）

（2） 最高裁判所民事・刑事上告事件年度別新受・既済・未済比較表（紙・ 7枚、

うちカラー5枚）

（3） 令和5年最高裁判所事件の概況（紙． 26枚、うちカラー25枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の(1)から(3)までの各文書には、公にすることにより、裁判所の情報セキュリ

ティの確保に支障を及ぼすおそれがある情報（システムの具体的な構造や仕組み

に関する情報、システムの操作画面の情報）が記載されており、 これらの情報は、

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第6号に定める不開示情報に

相当することから、 これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法、実施手数料及び郵送料

閲覧、写しの交付（紙又は光ディスク）を希望できます。



写しの交付を希望する場合は、実施手数料として、次の表に記載した収入印紙

が必要です（開示する文書全てについて、写しの交付を希望する場合の金額です。

） 。郵便による交付を希望する場合は、郵便切手も必要です。

4 開示の日時及び場所

開示の実施方法のうち、閲覧を希望する場合は、次の日時及び場所において行

います。

（1） 閲覧の実施期間

令和7年5月15日から同年6月13日まで（士、 日、祝日を除く。 ）の午

前9時から午後5時まで（午後零時15分から午後1時までを除く。 ）

（2） 閲覧の実施場所

最高裁判所事務総局秘書課

※一般来庁者用の駐車場がありませんので、お車での来庁はご遠慮ください。

(注1）上記の場所で開示の実施を受ける際には、本通知書を持参してください。

(注2） この判断に苦情がある場合は、 この通知を発した日（本通知書の右上に記

載された日付）の翌日から起算して3か月の間、最高裁判所事務総局秘書課

に対して苦情の申出をすることができます。

(担当）秘書課（文書開示第二係） 電話03 （4233） 5240（直通）

写しの交付の方法 収入印紙 郵便切手

紙

全て白黒コピーによる場合

カラーページはカラーコピーに

よる場合

390円

690円

320円

光ディスク

CD-Rに複写する場合

DVD-Rに複写する場合

490円

510円

180円

180円



開示の実施方法等の申出について（事務連絡）

1 開示の実施方法等の申出について

（1） 開示の実施を希望する場合は、開示の判断に係る通知書に同封した「司法行

政文書の開示の実施方法等申出書」 （以下「実施方法等申出書」 といいます。 ）

を提出してください。

実施方法等申出書は、通知書の日付から30日以内（当裁判所必着）に提出

する必要があります。

なお、開示の実施方法等の申出は、別個の開示申出について別個に通知され

た文書を、一つの実施方法等申出書によりまとめて申し出ることはできません

ので、ご留意ください。

(2) 「開示の実施を求める司法行政文書の名称」の欄には、通知書に記載された

文書の一部を記載することもできます。文書の一部について写しの交付を希望

する場合には、実施手数料や郵送料の金額が異なりますので、具体的な金額に

「希望する開示の実施方法」の欄には、通知書の「開示の実施方法、実施手

数料及び郵送料」に記載されている実施方法から適宜選択してください。

閲覧（、聴取、視聴)を希望する場合には、通知書に記載した「閲覧（、聴

取、視聴）の実施期間」の範囲で、ご都合の良い日時を記載してください。閲

覧をした後に改めて写しの交付を希望する場合は、実施方法等申出書を再提出

する必要がありますが、その場合も通知書に記載された日付から30日以内に

提出する必要がありますので、ご注意ください。

実施方法等申出書の記載方法については、別添の記載例もご参照ください。

2 実施手数料の納付について

（1）開示の実施方法として「写しの交付」を希望する場合は、実施手数料として、



収入印紙の提出が必要です。

収入印紙は、通知書の「開示の実施方法、実施手数料及び郵送料」に記載し

たとおりの金額を過不足なくご用意ください。ただし、超過額を放棄する趣旨

であれば、例えば150円の実施手数料がかかる場合に、 200円の収入印紙

を提出していただいても差し支えありません。そのような場合には、実施方法

等申出書において、超過額の収入印紙を放棄する旨の国欄にご記入ください。

(2) 実施手数料の算定基準については、以下の表のとおりです。実施方法を選択

する際の参考にしてください。

郵送料の納付について ，

「写しの交付」について、郵送による受領を希望する場合は、郵送料として、

3

郵便切手の提出が必要です。

郵便切手は、通知書の「開示の実施方法、実施手数料及び郵送料」に記載した

とおりの金額を過不足なくご用意ください。ただし、同封の切手をそのまま使用

写しの交付の方法 実施手数料

紙 白黒で複写・出力

カラーで複写・出力

紙1枚ごとに10円

紙1枚ごとに20円

光ディスク CD-Rに複写

DVD-Rに複写

CD-R1枚につき100円に加

えて 、

紙の文書であれば1枚ごとに10

円、電磁的記録であれば1ファイ

ルごとに210円

DVD-R1枚につき120円に

加えて、

紙の文書であれば1枚ごとに10

円、電磁的記録であれば1ファイ

ルごとに210円



してよいという趣旨であれば、たとえば140円の郵送料がかかる場合に、 18

0円の郵便切手を提出していただいても差し支えありません。そのような場合、

原則として、超過額分を放棄したものとみなしますので、予めご了承ください。

通知書に記載した金額は、普通郵便による郵送料です。書留郵便などによる郵

送方法を希望する場合には、 事前に秘書課文書開示第二係までお問い合わせくだ

さい｡一なお、同封された郵便切手が、希望された郵送方法に不足する場合は、他

の郵送方法とさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

4 その他

光ディスクによる写しの交付を求める場合、光ディスクに複写するに際して複

数のファイルを統合して1つのファイルとする場合があります。その場合、通知

書に記載したファイル数と異なりますので、ご了解ください。

(担当） 秘書課（文書開示第二係） 電話03 （4233） 5240 （直通）
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令和 年 月 日

最高裁判所宛て

氏名・名称

連絡先（写しの送付を希望する場合はその送付先）

T TEL （ ）

司法行政文書の開示の実施方法等申出書

下記の方法による開示の実施を申し出ます。

記

1 開示の実施を求める司法行政文書の名称（求める文書に図）

令和 年 月 日 第 号通知書（口別添写しのとおり）

口上記通知書の1の文書全て

口上記通知書の1の文書の一部（ ）

2希望する開示の実施方法（希望する実施方法に国）

口閲覧（、聴取、視聴） （希望日時：令和 年 月 日 時）

口写しの交付（ 口郵送での交付希望 口窓口での交付希望 ）

（:鴬デ‘ﾕ, | :,:=” ：:忌, 1

口実施手数料を超える収入印紙を貼付したが、超過額は放棄する。
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（収入印紙は消印せ‐; ： ； 弓 1x IIM1に i付L<. ください ）
収入印紙 円

郵便切手 円



(記載例）

令和QQ年QQ月旦Q日

最高裁判所宛て

氏名・名称

○○○○

連絡先（写しの送付を希望する場合はその送付先）

〒○○○一○○○○TEL○○○（○○○○）○○○○

○○県○○市○○町○○○番地○

司法行政文書の開示の実施方法等申出書

下記の方法による開示の実施を申し出ます。

記

開示の実施を求める司法行政文書の名称（求める文書に図）

令和 年 月 日 第 号通知書（画別添写しのとおり）

1

口上記通知書の1の文書全て

回上記通知書の1の文書の一部（ (1)、 (2)､(5)の各文書

希望する開示の実施方法（希望する実施方法に図）

口閲覧（、聴取、視聴） （希望日時：令和 年 月 日

甘写しの交付（回郵送での交付希望 口窓口での交付希望

I蕊デ‘=､|淵嶋:雲臓 ：:紙‘ 1

）

2

時）

）

（収入順
収入印紙 円

本申出書に同封した収入印紙及び郵便

切手の金額をお書きください。

本申出書に同封した収入印紙及び郵便

切手の金額をお書きください。 郵便切手 円 ’
q

画実施手数料を超える収入印紙を貼付したが、超過額は放棄する。


